
　
平
成
７
年
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路

大
震
災
で
は
、
６
，
４
０
０
人
を
超
え

る
尊
い
命
が
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。

　
う
ち
、
８
割
以
上
が
建
物
の
倒
壊
や

家
具
の
下
敷
き
に
よ
る
も
の
で
、
建
築

基
準
法
が
改
正
さ
れ
る
前
の
昭
和
56
年

５
月
31
日
以
前
の
木
造
住
宅
が
大
き
な

被
害
を
受
け
ま
し
た
。

　
今
年
の
8
月
に
、
静
岡
県
を
中
心
と

し
て
大
き
な
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。
静

岡
県
で
は
住
宅
の
耐
震
改
修
や
家
屋
の

転
倒
防
止
器
具
の
取
り
付
け
を
積
極
的

に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
被
害
を

最
小
限
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
地
域
で
も
、
東
海
地
震
や
東
南

海
地
震
の
発
生
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
地
震
が
連
動
し
て
発
生
し
た

場
合
の
高
浜
市
の
震
度
は
『
６
弱
か
ら

６
強
』
の
非
常
に
強
い
揺
れ
と
な
り
、

人
的
被
害
や
建
物
被
害
を
受
け
る
と
想

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
大
地
震
か
ら
ご
自
身
や
ご
家

族
の
生
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
は
、

ま
ず
は
耐
震
診
断
を
受
診
し
、
必
要
に

応
じ
た
耐
震
補
強
を
行
う
こ
と
が
と
て

も
重
要
で
す
。

　
市
で
は
、
耐
震
性
が
弱
い
と
い
わ
れ

て
い
る
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
し
た
木
造
住
宅
を
対
象
に
、
無
料
耐

震
診
断
を
実
施
し
、
診
断
結
果
が
『
倒

壊
す
る
可
能
性
が
高
い
』
ま
た
は
『
倒

壊
す
る
可
能
性
が
あ
る
』
と
判
定
さ
れ

た
場
合
は
、
耐
震
改
修
費
の
一
部
を
補

助
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
建
物
全
体
の
耐
震
改
修
が
困

難
な
場
合
に
は
、
住
宅
内
に
安
全
な
場

所
を
確
保
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
本
年
４
月
よ
り
、
新
た
に
耐

震
シ
ェ
ル
タ
ー
お
よ
び
防
災
ベ
ッ
ド
の

設
置
に
対
す
る
補
助
を
開
始
し
ま
し
た
。

※�

市
の
補
助
金
を
活
用
す
る
建
物
全
体

の
耐
震
改
修
に
要
す
る
費
用
は
、
診

断
結
果
や
改
修
工
法
な
ど
に
よ
り
異

な
り
ま
す
が
、
平
成
20
年
度
平
均
費

用
は
、
約
240
万
円
で
し
た
。

あ
な
た
の
お
宅
の
耐
震
性
は

　
　
　
　
大
丈
夫
で
す
か
？

倒
防
止
器
具
の
取
り
付
け
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
者

①�

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
の
方

②�

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯
の
方

③�

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち

の
方
で
、
同
居
の
家
族
に
こ
れ
ら
の
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
18
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
が
い
な
い
世
帯

申�

請
方
法
　
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ
ま
た

は
い
き
い
き
広
場
窓
口
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

利
用
回
数
　
年
１
回
ま
で

作
業
時
間
　
２
時
間
以
内

費
用

・
取
付
費
　
無
料

・�

材
料
費
　
自
己
負
担
（
器
具
の
大
き

さ
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
家
具
転
倒
防
止
器
具
取
付
申
請
書

②�

家
具
転
倒
防
止
器
具
取
付
に
係
る
確

約
書

③
借
家
な
ど
の
場
合
は
賃
借
人
の
承
諾
書

④
印
鑑

※�

①
②
は
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ
ま
た
は

い
き
い
き
広
場
に
あ
り
ま
す
。

　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　

問
合
せ
先

　
市
役
所
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
301�

・�

322
）

※�

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
と
は
、
地
震
発
生

時
に
、
お
住
ま
い
の
住
宅
か
ら
生
命

を
守
る
た
め
の
装
置
で
、
住
宅
内
の

一
室
に
木
材
や
鉄
骨
で
強
固
な
箱
型

の
空
間
を
作
り
、
安
全
を
確
保
す
る

も
の
で
す
。

※�

防
災
ベ
ッ
ド
と
は
、
耐
震
シ
ェ
ル
タ

ー
と
同
様
に
生
命
を
守
る
た
め
の
装

置
で
、
金
属
製
の
フ
レ
ー
ム
な
ど
で

ベ
ッ
ド
の
上
部
を
覆
い
、
ベ
ッ
ド
内

の
人
を
保
護
し
就
寝
中
の
安
全
な
ど

を
確
保
す
る
も
の
で
す
。

家
具
転
倒
防
止
器
具

取
り
付
け
を
し
ま
す

　
地
震
対
策
と
し
て
私
た
ち
が
最
も
手

軽
に
で
き
る
有
効
な
手
段
は
、
家
具
の

転
倒
・
落
下
を
防
ぐ
こ
と
で
す
。

　
市
で
は
、
次
の
方
を
対
象
に
家
具
転

あなたのお宅は？ 昭和56年5月31日以前に
着工した住宅ですか。

木造住宅ですか。

市が行う無料耐震診断など
を受診されましたか。

耐震診断の判定値は1.0以上
（一応倒壊しない以上）でし
たか。

耐震補強を行う必要があり
ます。耐震改修工事を検討
されていますか。

一応倒壊しないと言われて
いる判定値1.0以上とする建
物全体の耐震改修工事を検
討されていますか。
（診断結果が0.7以上1.0未
満の場合は、0.3を加えた判
定値以上が必要です。）

昭和56年6月1日以降に着工
した建物は、概ね耐震性があ
ると言われています。

東海地震クラスの地震が発生
した場合において、一応倒壊
しないと言われています。

寝室などの一部屋に耐震シェル
ターまたは防災ベッドを設置す
る場合に、15万円を上限に補
助します。ただし、次のいずれ
にも該当する場合は30万円ま
で補助します。
・�65歳以上の高齢者または障がい者
を含む世帯
・�高齢者または障がい者が主として使
用する部屋に設置する場合
・�世帯の生計中心者（所得が一番多い
方）の前年分所得税が非課税の場合
※�１棟につき１箇所までの補助
となります。

工事費と補強計画費で85万
円を上限に補助します。
ただし、次のいずれにも該当
する場合は165万円まで補助
します。
・�65歳以上の高齢者または障がい者
を含む世帯

・�世帯の生計中心者（所得が一番多い
方）の前年分所得税が非課税の場合
※�補助金以外にも所得税・固
定資産税の特別控除を受け
ることができます。

補助の対象にはなりません
が、必要に応じた自主改修を
お願いします。

高浜市建築耐震研究会が、昭
和56年6月1日以降に着工し
た木造住宅を対象に、簡易診
断（無料）を行っています。
（申込み先）
　☎52-1111（生活安全グループ）

愛知県建築住宅センターが、
耐震診断（有料）を行ってい
ます。
（申込み先）
　☎（052）264-4051

住宅の耐震性について、現状
を把握しておくことが重要で
す。市が行う耐震診断は無料
で受診できますのでご検討を
お願いします。
※�耐震診断を受診したからと
いって耐震改修を強要する
ことはありません。

阪神・淡路大震災など過去の
大地震による死者の大多数
は、建物や家具の倒壊による
ものでした。ご自身やご家族
の生命や財産を守るためにも
必要に応じた耐震改修をご検
討ください。

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい

検討しているが
建物全体の耐震改修は困難
(耐震シェルター・防災ベ
ッドを設置)

検討しているが
建物全体の耐震改修は困難

耐震シェルターの一例

防災ベッドの一例

広報たかはま　H21.9.15 67 広報たかはま　H21.9.15


